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第１ 行 政 改 革の必 要 性  

１．これまでの取 組み 
本 市 の行 政 改 革は、 平 成 ８年２月 に策 定 した行 政 改 革 大 綱を 契 機 に一 層の

行 政 サービスの向 上 と行 政 内 部 のスリム ・効 率 化 を 目 指 し 進 め てきた。その取

組 みの狙 いとするところは、 多 様 化 する市 民 ニ ーズに 応 えるため に除 々に肥 大

化 してきた行 政 サービスを 抜 本 的 に見 直 し、 組 織 ・財 政 といった行 政 内 部 の体

力を 向 上 させながら、 時 代の変 化 に応 じたより良 い行 政サービスを 実 現 すること

にあった。これには、 景 気の動 向を はじめとする社 会 経 済 情 勢 の急 激 な変 化 と、

環 境 、 教 育 、 文 化 、 時 間 、 場 所 などといったものへの市 民 の価 値 観 が高 度 で、

多 様 となったことが大き く影 響 した。 加 えて、 地 方 分 権 への動 きが急 速 に加 速 し

始 め、 国 はもちろ ん地 方 自 治 体 のあり方 について根 本 的 な見 直 しが必 要 となっ

た。 特 に財 政 面 では、 バブル 崩 壊 による景 気 の 低 迷 により、 平 成 １０ 年 度 に 経

常 収 支 比 率が 93 .6%という危 機 的 な状 況に陥 った。  
そこで、 平 成 １１年 ２月 に「 財 政 健 全 化 緊 急 ３ヵ 年 計 画 」（平 成 １１ 年 度 ～ 平

成 １３年 度 ）を 策 定 し、 財 政 基 盤 の改 善 と将 来 債 務 抑 制 に取 組 み、 また、 平 成

１４年 １０月 には「第２次 財 政 健 全 化 計 画 」（平 成 １４年 度 ～平 成 １７年 度 ）を 策

定 し、 「長 期 に安 定 した財 政 基 盤 の 確 立 」を 目 指 し、 更 に、 平 成 １８年 ３ 月 には

「第 ３次 財 政 健 全 化 計 画 」（ 平 成 １８ 年 度 ～ 平 成 ２０ 年 度 ）を 策 定 し、 継 続 し て

「長 期 に安 定 した財 政 基 盤 の 確 立 」に 取 組 む こととした。 これらにより、 公 債 費

比 率の改 善 （平 成 １８年 度 決算 7 .2%）など一 定の成 果を 上げ てきた。  
このような状 況 の中、 平 成 １５年 度 から新 行 政 改 革 大 綱 を スタートさせた。 行

政 改 革 とは、 行 政 の制 度 、 仕 組 みの 問 題 を 改 善 すること にあるこ とから、 「 組

織 」と「手 続 き」の見 直 しを 基 本 にした改 革 を 行ってきた。 改 革 の対 象 は、 地 域 ・

情 報 ・人 材 ・財 源・施 設 ・組 織 などの行 政 の経 営 資 源 である。 新 行 政 改 革 大 綱

では、 五 つの視 点 （地 域的 な視 点 ・情報 政 策 的 な視 点・人 的 な視 点・財 政 的 な 
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視 点 ・業 務 運 営 の視 点 ）から行 政 改 革 を 推 進 し、 行 政 改 革 の個 別 計 画 を 立 て

た第 １次 アクションプラン（平 成１５年 度～平 成 １７年 度）では７７の計 画を 執 行、

第２次 アクションプラン（平 成 １８年 度 ～平 成２１年度 ）では、６４の計 画を 執 行 中

であり、 平 成 １８年 度 の計 画 目 標 に対 しては、 ６４計 画 中 ３８計 画 で目 標 を 達 成

した。 特 に、 人 的 な視 点 と財 政 的 な視 点の個 別 計 画 では、７割 以 上 が目 標を 達

成 し、 給 与 や組 織 、 定 員 管 理 、 財 政 等 、 主 に庁 内 の改 革 につい て計 画 が進 行

している状 況 を 裏 付 けている。 なお、 市 民 等 との接 点 を 要 する計 画 については、

目 標 が未 達 成の計 画 が多 く、 市 民 等へのＰＲの内 容 及 び方 法を 工 夫、 改 善 し、

より積極 的 な取 組 みが求められる。 

 

 

 

 

（１）社 会 ・経 済 情 勢 の変化  

経 済 状 況 は平 成１４年 から緩 やかな景 気 回 復 傾 向 にあったが、ここに来 て景

気 が停 滞 しつつあり、 大 企 業 の収 益は上 がっているものの、 中 小 企 業や家 計 に

は好 況 感 が伴っておらず、 景 気 回 復 が必ず しも個 人のゆとりや幸 福 感 の増 大に

繋 がっていない。 また、 規 制 緩 和 等 により企 業 間 の競 争 は激 化 し、 労 働 者 の負

担 感 は増 大 するとともに大 企 業 の利 益 の影 で非 正 規 雇 用 者 が増 加 し、 正 規 雇

用 と非正 規 雇 用 の格 差 問 題を 生 み出した。 

昨 年 からのインフレ や原 油 の高 騰 といった世 界 的 な 経 済 情 勢 、 社 会 環 境 の

急 激 な悪 化 は、 輸 出 産 業 の収 支 の 悪 化 や非 正 規 雇 用 者 の大 量 解 雇 を はじめ

とする雇 用 不安 を引き 起 こし、 事 態 は更 に深 刻 化している。 

一 方 、 退 職 後 の生 活 に対 する不 安 の解 消 や少 子 化 に対 する取 組 み、 安 心 ・

安 全 なまちづくりの推 進 といった新 たに顕 在 化 した問 題 へ取 組 む 必 要 性 が生 じ

てきた。  

また、 国 と地 方 の関 係においては、 三 位 一 体 改 革 等 の構 造 改 革 路 線が進 行

し、 地 方 交 付 税 の抑 制 による地 域 格 差 の拡 大 が深 刻 となっている。 平 成 ２２年

度 には新 地 方 分 権 一 括 法 が施 行 される予 定 であり、 地 方 の権 限 と責 任が一 層

拡 充 し、 都 市 間 競争 はますます激 しくなることが予 想 されるため、 地 方 公 共 団 体

は地 域 独 自 の 個 性 に 根 ざした財 源 の 確 保 、 創 意 工 夫 および 地 域 社 会 の構 築

が強 く求め られる。 
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年齢構成の推移と将来予想
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（２）自 主 自 立による地 域 社 会の構 築へ 

本 市 では、 増 大 する行 政 サービスに 対 応 するため 、 行 政 サービスで あっても

市 場 原 理 に委 ねることが結 果 として豊 か な地 域 社 会 に結 びつくと 考 えられる分

野 は、 積 極 的 に民 間 の知 識 ・ 技 術 を 活 用 し、 一 方 で 官 の責 任 分 野 を 明 確 にし

たうえで、 官 が自 ら 行 う 事 務 事 業 を 強 化 してい くとい う趣 旨 で平 成 １８年 ８ 月 に

「市 川 市 経 営 方 針」を 策 定 した。  
この経 営 方 針 に基 づき、 行 政 サービスについては、 行 政 の責 任を 明 確 にしつ

つ、 行 政、 市 民、 ＮＰＯ、 企 業 等の役 割 分 担 の適 正 化を 図 っていかなければなら

ない。 しかし市 民 の生 命 や暮 らしを 守 るため の安 心 ・安 全 につい ては行 政 が責

任を 負 うべき 第 一 義 のものであり、 これらをはじめ とする市 民 生 活に必 要 不 可 欠

な基 礎 的 サービスや採 算 性 の問 題 から民 間 が行 わない 領 域 については、 市 が

県、 国 と連 携 しつつ責 任を 持 って担っていく必 要がある。  
また、 行 政 需 要 が多 岐 に渡 る一 方 で、 行 政 が専 門 的 に行 っていたまちづくり

や環 境 問 題 などの課 題 に自 発 的 な市 民 の活 動 が展 開 されるようになっている。

今 後 、 市 民 等 との連 携 ・ 協 働 の仕 組 みを 強 化 し、 かつ市 民 の主 体 的 な 活 動 を

支 えることも重 要 である。  
 

 
 

 
自 治 体 の 基 本 目 的 は、 住 民 福 祉 の 増 進 を 図 るこ とにある。 地 域 ・情 報 ・ 人

材 ・財 源・施 設 などといった行 政 活 動 ・地 域 活 動 全 般 のため の経 営 資 源を 効 果

的 ・効 率 的 に活 用 し、 最 大 の成 果 を 生 み出 すことにより、 市 民 満 足 度 の向 上 を

図っていくことが求められる。  
今 後、 ますます多 様 化 する市 民ニ ーズに的 確 に応 える市 政を 実 現 するために

は、 市 民 との協 働を 強 化 すると同 時 に、 広がりを 見 せる市 民の主 体 的 な活 動 を

支 えることも必 要 である。  
また、 変 化 の激 しい時 代 に、 限られた人 材 ・財 源 で安 定 的 に市 民 ニ ーズに対

応 していくため には、 変 化 に 対 応 でき る基 盤 ・ 体 制 づ くりも求 め られる。そして、

事 業 を 遂 行 するにあたっては、「あれも、 これも」と取 組 む のではなく、 「今 、 何を

優 先 して取 組む べきか」を 戦 略 的に考 え、 成 果を 重 視 することで、 市民 の満 足  
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度を 高め ていくことも求められる。  

これからの行 政 運 営 のあり方 について、 本 市 の目 指 すべき 方 針 とし て次 の３

つを 掲げ、 制 度や仕 組 みに踏み込 んだ構 造 的 な改 革を 進め ていくものである。  
 
 
 
（１）市 民 とともに歩む 行 政 運 営  

現 在 、 本 市の行 政 運 営 において、 市 民 に直 接 関 与 する分 野は、 子 育 て支 援

や介 護 などの福 祉 課 題、 安 心・安 全のまちづくり等、 多 岐 に渡っている。  
このような状 況 の中 、 市 民 との協 働 により、 ごみ対 策 、 環 境 、 子 育 て 支 援 等

様 々な分 野 で、 施 策 を 実 行 し てき た。 この施 策 実 施 において、 意 欲 と能 力 を 備

えた市 民 団 体 、 ＮＰＯ法 人 等 の力 は不 可 欠 なもの であり、 行 政 は更 なる 連 携 、

協 働を 図ることでより一 層 効 果を 上げ ることができると考 える。  
現 在 、 様 々なボランティアやエコ活 動 を 『エコボポイント』という地 域 ポイント制

度 と連 携 させ、 市 民 の地 域 への関 心 を 高 め、 市 民 活 動 への理 解 と 参 加 を 広 げ、

市 民 活 動への支 援を 図 っている。  
これからの行 政 運 営においては、 市が全 て直 接 的 に行 政 サービスを 提 供 して

いくのではなく、 協 働 、 サポートの発 展 した形 として、 市 民 が自 らできる分 野 につ

いては、 市 民 の能 動 的 な 活 動 に任 せるといった役 割 分 担 が 必 要 である。 また、

市 民 やＮＰＯ、 企 業 との総 合 的 な調 整 機 能 を 重 視 し、 市 民 がより一 層 、 市 政 へ

の満 足 度 や信頼 を高 め ていけるよう体 制を 整 えていく。  
 

（２）市 民 意 見を 反 映 する行 政 運 営  
 本 市 において、 政 策 等 の立 案 及 び意 思 形 成 の段 階から、 当 該 政 策 等 の実 施

及 び評 価 する段 階に至 るまで、 市 民が様 々な形 で市 政 にかかわり、 情 報を 共 有

し、 まちづくりについて相 互 理 解 を 深め、それぞれの役 割、 責 任 及 び活 動 内 容を

理 解 し、 信 頼 関 係 を 築 く行 政 運 営 を 推 進 していく。 それは、 ＰＤＣＡサイクルの各

過 程 において市のＨＰや広 報をはじめ 積 極 的 な情 報 開 示 により、 情 報の共 有 化

を図 り、 市 民 の市 政 参 加 や意 見を 求 められるような行 政 運 営を 行 っていくことで

ある。  
 平 成１７年度 から、 インターネットや電子メ ールを 活 用して情 報やアンケートを  

１ 市民 ととも に歩む 行政運 営 
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発 信 し、 市 政 に反 映 する『ｅ‐モニ ター制 度 』と予 算 段 階 における市 民 参 加 制 度

として、 納 税 者 自 らが賛 同 するボランティア団 体 やＮＰＯ団 体 を 選 択 し、 個 人 市

民 税 の１パーセント相 当 額 を 支 援 でき る『１％支 援 制 度 』を 開 始 した。 そして、 平

成１８年 度に『市 川 市 市 民 等 の市 政 への参 加 の推 進等 に関 する要 綱』を 制 定 し、

附 属 機 関 や市 民 ワ ークショップ、 パブリックコメ ント手 続 、 市 民 説 明 会 、 市 民 政

策 提 案 手 続 などを 定 め 、 市 民 等 の意 見 を ＰＤＣＡサイクルに取 り入 れる行 政 運

営を 行っている。  

 
 

 
不 透 明 な 経 済 情 勢 と地 方 分 権 の進 展 のなか、 高 度 化 多 様 化 する市 民 ニ ー

ズに対 応 するため には、 持 続 力 のある安定 した財 政 基 盤 を自 ら構 築 していくこと

が一 層 求め られる。  
また、 市 民 の要 望 や新たな行 政 課 題 を 的 確 に捉 え、 柔 軟 かつ迅 速 に対 応 す

るため には、 各 部 門 の経 営 機 能 を 強 化 し、 創 意 工 夫 が活 かされる組 織 づくりが

必 要 である。そのうえで、 各 部 局 自らが「より良 いサービスをより少 ない経 費 で提

供 する」ことを戦 略 的 に考 え、 実行 することが必 要 であり、民 間 委 託 の推進 や民  
間 活 力 の積 極 的 な活 用 などによって、 効 率 的 かつ効 果 的 な質の高 い行 政 運 営

を実 施 していくものとする。  
併 せて、 職 員 の 意 識 改 革 と積 極 的 な行 動 も不 可 欠 である。 全 ての 職 員 は、

市 民 の信 頼 に基 づい て仕 事 を しているということを 自 覚 し、 前 例 踏 襲 主 義 や横

並 び主 義 、 問 題 先 送 り体 質 などを 払 拭 するとともに、 コスト意 識 を 常 に持 ち、 主

体 的に改 革、 改 善 に取 組 んでいくことが必 要 である。  
 
 

 
市 民ニ ーズが多 岐に渡る中 、どれだけの成 果 を 上げ、 市 民 の満足 度 をどう高

めるかが重 要 となる。  
今 後 、 右 肩 上 がりの税 収 増 が見 込 め ない 中 で、 施 策 ・事 業 については、 「選

択 と集 中 」により効 果 的 ・効 率 的 に 経 営 資 源 を 活 用 することが必 要 と なる。 施

策・事 務 事 業の必 要 性 や実施 方 法 について改め て検 証し、 施 策 ・事 業の優 先  

２ 変化 に対応 できる 行政運 営  

３ 成果 を重視 した行 政運営  
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度を 明 らかにしていくものとする。このことは、 行 政 と市 民 が、 優 先 課 題 を 共 有 し

成 果に対 する意 識を 高め、 わかりやすい行 政 に繋がるものである。  
特 に、 事 業 の評 価 については、 事 務 事 業 評 価 システム の対 象 事 業 を 重 点 事

業 や優 先 事 業 のみとしたり、 数 字 で 目 標 管 理 が可 能 な事 業 に 絞 り込 む など評

価 方 法を 再 構 築することを 検 討していくものとする。  
また、 成 果 を 重 視 するにあたり、 市 民 サービスの向 上 に 一 層 取 組 み、 市 民 と

の接 点 である窓 口 や公 共 施 設 の利 便 性 を 高め るため、 ＩＴの活 用 や、 接 遇 の向

上に努め ていくものとする。  
 
 

 
 

行 政 改 革 とは、 行 政 の制 度、 仕 組 みの問 題を 改 善 することにある。 本 大 綱 で

は、 新 行 政 改 革 大 綱 に 引 き 続 き、 新 たな時 代 に相 応 しい「組 織 」と「手 続 き 」の

見 直 しを 基本 にした改 革を 行 うものである。  
その改 革 の対 象 となるものは、 地 域 ・情 報 ・人 材 ・財 源 ・施 設 ・組 織 などの行

政の経 営 資 源 である。これらの効 果 的、 効 率 的 な活 用 に着 目して、 「地 域」、  
 

「情 報 」、「人 」、「財 政」、 「業 務 運 営」の五 つの改 革 の視 点を 通じた、「組 織」と 
「手 続き 」を 基 本にした改 革を 進めるものとする。  

これにより、 行 政 内 部がより効率 的  
に機 能 することにより、市 民 サービスの 

向 上が図 られ、 市 民 本 位の行 政 運 営  
が進 化 していくものである。  

 
 
 
 
 

 
 

第３ 改革の内容  

の改革を基本に

と組　織 手続き
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環 境 、 安 心 ・安 全 への取 組 み、 介 護 などの福 祉 問 題 、 子 育 て 支 援 など 様 々

な分 野 が行 政 課 題となっており、 市 民 との協 働 が必 要 な領 域は多 岐 に渡ってい

る。 地 球 温 暖 化 や 環 境 及 び 生 態 系 の破 壊 など世 界 規 模 で環 境 への取 組 みの

必 要 性や重 要 性 が求められている中、 市 としては、 ゴミ の１２分別 の周 知 徹 底を

行 うとともに、 エコライフ推 進 員 並 びにみず アドバイザー制 度を 導 入 し、 市 民の視

点 からの環 境 対 策 にも取 組 んでき た。 また、 自 治 体 としては、 ＩＳＯ１４００１認 証

の取 得 やエコオフィス活 動 を 実 践 し、 二 酸 化 炭 素 の排 出 削 減 やリサイクル活 動

を 推 進 してき た。 今 後 も更 なる環 境 先 進 都 市 を 目 指 しているところ であるが、 環

境 の分 野 のみならず 様 々な分 野 において、 地 域 の実 情、ニ ーズ、 課 題を 細 部 に

わたって把 握 しているのは、 地 域 に根を 下ろ す市 民 であり、 自 治 会、 市 民 団 体、

ＮＰＯ等 の市 民 活 動 団 体 である。 これまでも安 心 ・安 全 への取 組 みとして「青 色

回 転 灯 つき 車 両 による防 犯 パトロール事 業 」において、 自 治 会 やＰＴＡが実 施 し

ている自 主 防 犯 パトロール隊 との合 同 パトロールを 実 施 し、 不 審 者 情 報 や犯 罪

発 生 情 報 に 即 座 に対 応 すべ く連 携 を 図 っ ている。 また、 「街 頭 防 犯 カメ ラの 設

置 」については、 市 民 アンケート調 査 やｅモニ ター制 度 等 の 活 用 により、 市 民 の

意 向 調 査を 基に市 内の犯 罪 発 生 地 域や危 険 地 帯を 考 慮 した上 で設置 場 所を  
選 定 している。 これらの施 策 を 通 じて、 さらなる安 心 ・安 全 なまちづくりに取 組 ん

でいく。また子 育 ての分 野 では、 ファミ リーサポートセンター事業 がある。これは市

民が主 体 となって、 子 育てを 地 域 全 体で行 っていくものと捉 え、 実 施 している。そ

の一 方 で市 と して、 「食 育 」や「ヘルシースク ール」といった健 康 事 業 により健 康

への関 心 や興 味 を 高 め 、 子 ども達 の 食 生 活 の充 実 を 図 る。 また、 育 児 不 安 の

解 消 や虐 待 予 防 という 視 点 からセ ーフティーネット機 能 の拡 大 を 図 り「子 どもが

育ち、 子 どもを育 てあうまちづくり」に取 組 んでいく。 今後 も、 地 域の実 情 にあった、

地 域 が本 当 に必 要 とする形 での市 民 参 加 により計 画や事 業 を 進め ていくことが、

市 民 満 足 度を 高めるだけでなく、効 率 的 な業 務 運 営につながっていくと考 える。  
その手 段 として、 市 民 の生 の声 に 迅 速 に応 える仕 組 みとして、 市 民 ニ ーズシ

ステム などを 活 用 している。 更 に平 成 １７年 度 からは、 地 域 社 会 の発 展 を 図 り、

豊かな未 来を 築き、 市 民 と行政 が協 働してまちづくりを進 めるため、 「市 川市 ｅモ 

１ 地域 的な視 点 
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ニター制 度 」を 行っている。 これは、 登 録 制 のアンケート制 度 で、 インターネットを

活 用 し、 パソコンや携 帯 電 話 へ電 子メ ールでアンケートや情 報 を 発 信 し、 回 答を

いただくものである。 これらの市 民 の声 を 広 く集 め 、 傾 向 を 分 析 し、 業 務 改 善 や

施 策の企 画 ・立 案 ・執 行に反 映 していくものとする。  
そのほかにも、 1％支 援 制 度 の創 設 により、 市 民 活 動 は様 々な分 野 で数 多 く

の団 体 が活 動 していることが明 らかとなった。 市 民 等 の主 体 が自 発 的 、 能 動 的

に行っている活 動を 行 政 がサポートしていくことで、 市 民ができ ることは市 民 に任

せるという発 想も役 割 分 担として必 要 である。  
さらに、 地 域 的 な視 点 による改 革 は、 協 働 の推 進 ばかりでは なく、 地 域 への

支 援 、 地 域 によって守 られてきた景 観 、 伝 統 や文 化 などによる地 域 の価 値 を 上

げていく改 革 も重要 なものであり、 様々な視 点 から改 革を 進め ていくものである。  
 
 
 

行 政 サービスの向 上 、 及 び業 務 の省 力 化 ・効 率 化 のため、 ＩＴの活 用 は今 後

も推 進 すべき 部 門 である。 情 報 資 産の安 全 管 理を 確 実に維 持 していくため に、  
情 報 セ キュリティマネジメ ント（ＩＳＭＳ）の認 証 取 得 につい ては、 平 成 １８年 度 に

全 部 署 で完 了 した。 電 子 納 付 や市 税 及 び 使 用 料 ・手 数 料 のコンビニ エンススト

アからの納 付により、 納 税 環 境の整 備も図 られている。  
今 後もＩＴの活 用は、 行 政サービス向 上 の手 段として活 用していくことを 念 頭に

置 き、 事 前 に具 体 的 な課 題 を 洗 い出 して、 その課 題 解 決 の手 段 と してコスト削

減や効 率 性 の高まる活 動、 組 織 ・場 所・時 間を 越 えた連 携にＩＴを 導 入していくも

のとする。  
また、 平 成 ２１年 度 からは、 旧 式 （レ ガシー）システム から脱 却 し 新 しいシ ステ

ムが構 築 されることにより、 業 務 ・システム の最 適 化 及 び事 務 改 善 ・刷 新 が図ら

れる。 今 後も市 民 の利 便 性 向 上を 図 るため、 電 子 申 請 ・届 出 手 続きへの対 応、

ＩＴを 活 用 した窓 口 間 の 連 携 、 待 ち時 間 の短 縮 化 等 に努 め 、 サービスの向 上 を

図っていくものとする。  
ＩＴの活 用 は行 政 からの一 方 通 行 では なく、 市 民 から行 政 への情 報 提 供 、 意

見 提 案 、 市 民 間 の情 報 の共 有 化 にも不 可 欠 のものである。 今 後 も市 民 に有 益

な情 報を 迅 速に提 供 していくほか、 地 域 住 民がいつでもどこでも情報 が活 用 で 

２ 情報 政策的 な視点 
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き、地 域コミ ュニティの活性 化 が図れるよう、取 組 んでいくものとする。  

しかしながら、 一 方 でＩＴの活 用 にあたっては、 ＩＴを 活 用 したいと思 って いる市

民 に対 するデジタル・デバイド（インターネットなどを 利 用 して情 報を 収 集 ・活 用 で

きる人 とでき ない人 との間 の格 差 など）対 策 や、そもそもＩＴを 受 付 けない市 民 に

対 して、ＩＴに偏らないことも必 要 である。  
 

 

 
市 民 の要 望や新たな行 政 課 題 を 的 確に捉 え、 柔 軟 かつ迅 速に対 応 するため

には、 職 員 が 生 き 生 き と 仕 事 に まい 進 するこ とが でき る体 制 づ くりが 必 要 であ

る。  
管 理 職 に若 手 を 登 用 するなど、 新 陳 代 謝 を 図 るため の制 度 を 積 極 的 に取 り

入 れ、 一 般 職 員 に対 しても表 彰 制 度 や提 案 制 度 を 活 用 しモチ ベーションを 高め

てきた。  

勤 務 評 定 内容 を職 員 本 人 に開 示し、 公 正 ・公 平 な評 価を 行 い職 員の持 つ 
「資 質 」や「能力 」を 引き 出 すことができるような人 材 育 成を 行っていく。  

そして、これからも質の高 い行 政 サービスを 提 供 していく為 には、 職 員 の能 力

を最 大 限 に活かす組 織 体 制 作りにも尽 力 していく必 要 がある。そのため に、 限ら

れた人 員 で柔 軟 に対 応 でき る組 織 とするため 、 スタッフ制 の活 用 を 課 単 位 だけ

でなく、 部 単 位 にも一 部 導 入 した。 しかし、 スタッフ制 については係 単 位 で仕 事を

仕 上 げるということがなくなり、 協 力 体 制 がとりづらくなっているという点 や、 部 長

や課 長による柔 軟 な管 理 ができ る反 面、 負 担 も大き くなっているという点 が一 部

指 摘 されている。 このような問 題 点 も考 慮 しながら、 職 責、 職 位 および業 務 内 容

に見 合 った適 正 な給 与 水 準 を 整 備 し、 各 職 員 が効 率 的 にかつ団 結 力 やモチ ベ

ーションが高 まる組 織作 りを 進め ていくものとする。  
また、 今 後 も多 様 な市 民 ニ ーズや 緊 急 の 行 政 課 題 に 市 が応 えるため には、

従 来 の資 源 や機 能 に加 え様 々な 専 門 的 知 識 や経 験 を 持 つ人 材 を 登 用 し、 活

用 していかなければならない。 そこで専 門 員 や再 任 用 職 員 、 任 期 付 職 員 といっ

た多 様 な雇 用 形 態 を 積 極 的 に活 用し、 適 材 適 所の人 事 を 遂 行 していくものとす

る。  
 

３ 人的 な視点 
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近 年 の緩 やか な景 気 の 回 復 な どにより、 歳 入 では、 自 主 財 源 である市 税 収

入 が増 加 傾 向 にあるものの、 原 油 ・穀 物 相 場 の 高 騰 な どによる景 気 の失 速 が

懸 念 さ れる。 このような 点 を 考 慮 すると、 中 長 期 的 には 楽 観 でき ない 状 況 にあ

る。  

また、 歳 出 については、 市 債 の計 画 的 活 用 、 事 業 の統 廃 合 、 定 員 適 正 化 計

画 に基 づく人 件 費 の抑 制 などを 引 き 続 き 進め るが、 少 子 高 齢 社 会 の進 展 に伴

い、 扶 助 費 などの経 常 的 経 費 の増 加 が 見 込 まれると共 に、 道 路 、 下 水 道 の整

備 、 加 えて健 康 、 安 心 ・ 安 全 なまちづくりなど、 市 民 が 安 心 して 暮 らせる魅 力 あ

るまちづくりのため の支 出 増 も見込 まれる。  
予 算 の編 成 にあたっては「選 択 と集 中 」を 徹 底 し、 優 先 度 の高 い重 要 な施 策

を 中 心 に進 め るが、 新 たな自 主 財 源 の確 保 や使 用 料 ・手 数 料 の見 直 し、 補 助

金の見 直 しなど、 受 益 者 負 担の適 正 化 なども合わせて進め なければならない。  
そのため、 平 成 １１年 度 から継 続 的 に取 組 んでいる使 用 料 ・手 数 料 、 補 助 金

の見 直 しを 引き 続 き 実 施 すると共 に、 現 在 進 行 中 の第 ３次 財 政 健 全 化 計 画 や

平 成 ２１年 ４月 から施 行 される財 政 健 全 化 法 に基 づく、 実 質 赤 字 比 率 などの健

全 化 判 断 比 率 に配 意 した新 たな健 全 化 指 針 を 策 定 し、 今 後 とも市 民 が必 要 と

する行 政 サービスを 適 時 ・的 確 に提 供 できるよう、 健 全 財 政 の維 持 に取 組 んで

いくものとする。  
こうした取 組 みを 市 民 に理 解 してもらうため には、 資 産 ・負 債 も含 めた市 の財

政 状 況を 明らかにし、 施 設 別 あるいは事 業 別の財 務 諸 表 など様 々な形 でわかり

やすく市 民に公 開 する等、 税 金 の使 い方についての説 明 責 任 を 果たすことが必

要 である。 市 は、このような取 組みを 通 して職 員 のコスト意 識を さらに高め、 予 算

編 成 での事 業 の選 択 や各 部 での事 務 事 業 の見 直 しのため の資 料 とするなど、

引き 続き 組 織内 部 での活 用も目 指した取 組 みを 行っていく。  
 
 

 
少 子 高 齢 社会 が進 展し、 社 会 経 済 や市 場 環 境 が変化 する中 で、 市 民 が期  

４ 財政 的な視 点 

５ 業務 運営の 視点 
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待 する公 共 サービスは質 ・量 ともに拡 大 する傾 向にある。限 られた人 材・財 源 等

の経 営 資 源 の中 で公 共 サービスを 官 が独 占 的 に実 施 していては、 困 難 な状 況

である。 今 後 も拡 大 する市 民ニ ーズに応 えていくためには、 その提 供 主 体 を 官、

民 及 び協 働 で適 切 に分 担 しあう「官 民 の役 割 分 担 」によって対 応 していくことが

求められる。  
そのため に、 今 後 も官 民 のコスト比 較 も加 え、 直 営 中 心 からアウトソーシング、

指 定 管 理 者 制 度 、 ＰＦＩ、 臨 時 ・派 遣 職 員 の活 用 等 、 多 様 な業 務 運 営 の形 態 を

模 索 し、効 果 的 な業 務 改 善を 進め ていくものとする。  
また、 市 民 サ ービスの向 上 を 基 本 に、 限 られた情 報 ・人 材 ・財 源 などの経 営

資 源 を 柔 軟 に再 配 分 していくことも必 要 である。 そのため に、 業 務 フローとＡＢＣ

分 析 を 活 用 して、 業 務 の中 の様 々な 活 動 のム リやムラを 発 見 し、 所 管 自 らが、

効 率 的に業 務を 遂 行 していく。  
今 後 は、 庁 内 の業 務 改 善 だけでな く、 外 郭 団 体 についても改 革 を 進 め ていく

ものとする。  

 
 
 

 
新 行 政 改 革 大 綱 より、 行 政 主 体 の推 進 体 制 に、 市 民 との協 働 による推 進 体

制も加 え、 改 革を 実 行 してき た。  
新 行 政 改 革 大 綱 においては、 行 政 と市 民 との関 わりにおいて、 市が牽 引 役 と

なるべき 分 野 、 市 民 と協 働 していく 分 野 、 市 民 活 動 等 を サポートしていく分 野 な

どの役 割 分 担を 的 確 に捉 えながら、 市 民 本 位 の行 政 改 革 を 推 進 していくものと

する。  
 
 
 
（１）  行 財政 改 革 審 議 会の設 置  
 行 政 改 革を 着 実 に実 行 していくために、 地 方 自 治 法 の規 定に基 づく附 属 機 関

として、 学 識 経 験 者 、 関 係 団 体 推 薦 者 、 公 募 市 民 の１５名 で構 成 する「市 川 市

行 財 政 改 革審 議 会 」を 設 置してきた。 この審 議 会は、 市 長 から諮 問のあった事  

第４ 改革の推進体制  

１ 市民 参加に よる改 革 

新 行 政 改 革 大 綱  



 13 
 

 
項 について調 査 ・審 議 し、 答 申を 行 うとともに、 必 要 があれば建 議 することにより、

行 政 改 革を 推 進していくものである。  
 
（２）  市 民ニーズの活 用  

ホーム ページや電 子 メ ールを 通 じて寄 せられた市 民 ニ ーズ（意 見 ・質 問 ・苦 情

など）を 一 元 的 に集 約 しデータベース 化 して、 関 係 部 署 で情 報 を 共 有 できる「市

民 ニ ーズシステム 」を 取 り入 れている。 また、 地 域 社 会 の発 展 を 図 り、 豊 かな未

来 を 築き、 市 民 と行 政 が協 働 してまちづくりを 進め るため、 「市 川 市 ｅモニ ター制

度」を行 っている。  
引 き 続 き 市 民 の 声 を 広 く集 め 、 傾 向 を 分 析 し、 業 務 改 善 や施 策 の 企 画 ・ 立

案・執 行 に反映 していくものとする。  
 
 
 

○全 職 員 一 丸 となった取 組み 
現 在、 平 成 １６年 １１月 に行った『健 康 都 市 いちかわ宣 言 』を もとに、 「健 康」と

いう視 点からアプローチを 行 い、 「健 康」に直 接 的 に関わるものだけでなく子 育 て

や食 育 、 環 境、 社 会 の仕 組 み、 文 化 といった様々な領 域 から「心 豊 かで健 やか

な市 民 が住 む 健 康 都 市 」の実 現 に向 けて、 職 員 一 丸 となって 組 織 横 断 的 な取

り組 みを 行 っている。 行 政 改 革 は、 行 政 改 革 推 進 担 当 の職 員 が検 討 、 実 行 す

るだけでは達 成 でき ない。 全 職 員 が自 発 的 な改 善 を 掘 り起 こし ていかなければ

ならない。そのため には、 全 職 員 が主 体 性を 持 って、 行 政 改 革 に取 組 んでいくも

のとする。  
 
 
 

 
 
 

新 行 政 改 革 大 綱 は、 大 綱 そのものと、それを 実 現 するため の「アクションプラ

ン」の２層 構 造 で構 成 する。 大 綱は、平 成 ２５年 度 までの５年 間を 推 進 期 間 とす 

第５ 大綱の推進期間及び進捗などの公表  

２ 庁内 からの 改革 

新 行 政 改 革 大 綱  

１ 大綱の推 進期間  
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る。また、 平 成 ２１年 度は、 新 行 政 改 革 大 綱 第２次 アクションプランの最 終 年 に 
あたる為 、 新 行 政 改 革 大 綱 のアクションプランについては、 平 成 ２２年 度 から平

成２５年度 までの４年 間とする。  
 
  

 
アクションプランの個 別 計 画 については、 年 度 ごとに計 画 目 標を 設 定 し、 目 標

が達 成 でき るよう取り組 んでいく。 計 画の進 捗 状 況や成 果 については、 毎 年７月

にホームページなどで公 表 し、 市 民の意 見を 聴 くものとする。  
 

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

<新行政改革大綱>

《基本計画と実施計画の推進期間》

第１次アクションプラン

第２次アクションプラン

第３次アクションプラン
（予定）

第１次総合５ヵ年計画

第２次総合３ヵ年計画

財政健全化計画

行政改革大綱

第３次総合３ヵ年計画

 
 
 
 
 
 
 

 
 

新 行 政 改 革 大 綱  

２ 改革の進捗状 況などの公表  
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